
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月１１日(火）に三国運動公園健康管理センターで、「ふくしのつどい」 

（主催/ふくしのつどい実行委員会）が開催され、三国町内の福祉・ボランティア活動 

実践者など約６０名が一堂に集いました。講演では、NPO出村みらいプロジェクトの 

舩木 千恵美 氏が、自身も活動している『出村北前茶屋』での取り組みについてお話されました。 

〇 人生 100年時代をどう生きるかというテーマで地区の現状を話し合い、住民アンケートを実施して、「人が集える場 

所」を作ったこと 

〇 花街滝谷出村と呼ばれた昔の様子をイメージし、みんなで建物名を 

話し合ったこと 

〇 「つながる・楽しむ・ささえあう」を合言葉に、今後も楽しく活動して 

いきたいこと 

などのお話に、参加者の皆様は熱心に聞き入っていました。 

三国町内の地域活動の連携を深める良い機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元 

坂井市社会福祉協議会 

ボランティア・市民活動センター 

―ボランティア活動の情報発信をしてします― 発行日 令和４年３月 

ふくしのつどい 

ボランティアのつどい 

ボランティア同士のつながりの場 

 コロナ禍だからこそ、地域でのつながりを大切にしようという想いから、三国町と丸岡町でボラン

ティア活動者などが集えるイベントを実施しました。 

新型コロナウイルスの影響で、昨年度は中止となってしまいましたが、今年度は例年とは形式を

変えたり、感染予防に配慮したりしながらそれぞれ工夫をして開催することができました。 

 

 

上記のイベントは、赤い羽根共同募金の助成金を活用し、実施しています。 

 
やるかやらないかは

自分次第！ 

 
困ったときはお互いさま！ 

助け合いが大事！ 

 
おもてなしの心は 

万国共通！ 

令和３年１２月 12日(日)に「ボランティアのつどい

2021～かたいけの！まるおか～」（主催/ボラン

ティアのつどい実行委員会）が開催されました。 

丸岡高校地域協働コーディネーターの竹本氏が

「おもてなしの心から学んだこと」をテーマに講演

されました。 

 参加者からは、「ボランティアの根底を再確認で

きる貴重な時間だった」「おもてなしの心でこれか

らも地域で活動していきたい」などの声がありまし

た。 

 ボランティアに大切な心構えを再確認する良い

機会となりました。 



とんぼの会は、福祉施設や地域のサロンで折り紙やレクリエ

ーション、フラダンス遊びなどの活動を行っているボランティ

ア団体です。 

 現在はコロナ感染拡大防止のため、折り紙作品を活動場所

に配布する活動を行っています。代表の澤崎さんは「日本伝

統文化の折り紙を使って、皆さんに元気を届けていきます！」

と話してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加入
かにゅう

プラン 基本
きほん

プラン 
天災
てんさい

・地震
じ し ん

 

補償
ほしょう

プラン 

特定
とくてい

感染症
かんせんしょう

重点
じゅうてん

プラン 

保険料
ほけんりょう

 350円
えん

 500円
えん

 550円
えん

 

〒919-0521 坂井市坂井町下新庄 18-3-1   TEL 67-0699 / FAX 67-2807 

〒913-0021 坂井市三国町楽円 53-16-1   TEL 82-1170 / FAX 82-1593 

〒910-0242 坂井市丸岡町西里丸岡 12-21-1 TEL 68-5060 / FAX 67-2950 

〒919-0412 坂井市春江町江留中 10-15-1   TEL 51-4545 / FAX 51-6269 

坂井市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター 

本部・さかい支部 

み く に 支 部 

ま る お か 支 部 

は る え 支 部 

問
合
せ
先 

ボランティア活動保険に 

令和４年度より、新型コロナウイルス感染症に対応した特

定感染症重点プランが新設されます。安心してボランティア

活動に取り組むため、ぜひご加入ください！ 

※従来のプランでは補償開始日から 10 日以内に発病した特定感染症は補償

対象外でしたが、特定感染症重点プランでは補償開始日から補償されます。 

活動に向かう途中で 
事故に遭った場合 

●対象になる主な場合 

活動中にケガ 

をした場合 

●加入は下記の各支部窓口で行えます。 

●補償期間は加入日の翌日から翌年の 3 月 31 日まで。

（※年度ごとに申込みが必要です） 

●活動の報酬として謝金を受け取った場合、補償対象外 

となります。（※交通費等の実費の支給は除く） 

コロナに対応したプランが新設されます 
みなさんの活動、ためてみませんか？ 

福井県が実施して

おり、これからボラン

ティア活動を始める

方や実際に活動して

いる方に配布し、活動

の実績に応じてポイ

ントを発行するという

ものです。 

県立恐竜博物館や

県立美術館などの施

設入場券（活動証明

書）に交換できます♪ 

 

10ポイントごとに 

施設入場券１枚と交換！ 

  

※カードは各支部社会福祉協議会窓口にて受け取れます。 

と
ん
ぼ
の
会 

 
 

イ
ン
タ
ビ
ュ
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春江町 


